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令
和
元
年
度
定
例
協
議
員
会
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
書
面

に
よ
る
評
決
に
変
更
と
な
っ
た
。

　

協
議
員
の
皆
様
に
は
、
日
夜
、
斯
界
の
興
隆

に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
神
社
本
庁
、
島
根
県
神

社
庁
の
諸
施
策
に
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
、

昨
年
五
月
一
日
に
践
祚
遊
ば
さ
れ
て
よ
り
、
御

令
和
二
年
度
　
島
根
県
神
社
庁

定
例
協
議
員
会

大
典
に
関
わ
る
諸
儀
式
も
恙
な
く
御
斎
行
さ
れ
、

我
が
国
の
麗
し
い
国
風
を
今
一
度
体
現
な
さ
れ

た
こ
と
は
、
慶
賀
の
至
り
に
存
じ
ま
す
。

　

本
宗
と
仰
ぐ
神
宮
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
第

六
十
二
回
式
年
遷
宮
に
お
け
る
積
極
的
な
奉
斎

活
動
に
よ
り
、
な
お
高
い
参
宮
の
気
運
を
維
持

さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
、
ご
同
慶
の
至
り
に
存

じ
ま
す
。
令
和
四
年
に
は
神
宮
大
麻
全
国
頒
布

百
五
十
周
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。
神
宮
大
麻

初
穂
料
改
定
も
あ
り
頒
布
活
動
は
厳
し
さ
を
増

す
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
国
民
全
戸
へ
の

神
宮
大
麻
奉
斎
を
仰
出
さ
れ
た
明
治
天
皇
の
聖

旨
を
奉
戴
し
、
氏
子
区
域
内
全
戸
で
神
宮
大
麻

が
奉
斎
さ
れ
る
と
い
う
理
想
に
向
け
、
あ
ら
た

め
て
神
宮
崇
敬
の
念
の
喚
起
に
努
め
る
と
共
に
、

神
職
・
総
代
一
丸
と
な
り
、
な
お
一
層
の
増
頒

布
を
推
し
進
め
て
ゆ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
全
国
的
に
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
き
ま
し
て
は
ご
承
知

の
通
り
、
感
染
症
拡
大
防
止
に
向
け
政
府
や
地

方
自
治
体
に
お
い
て
種
々
対
策
が
講
じ
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
一
部
地
域
で
は
日
々
新
た
な
感
染

者
が
判
明
し
て
お
り
、
今
だ
予
断
を
許
さ
な
い

状
況
で
あ
り
ま
す
。

　

感
染
防
止
の
た
め
に
様
々
な
活
動
の
自
粛
が

求
め
ら
れ
る
中
、
県
内
に
お
い
て
も
、
十
七
年

ぶ
り
に
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
行
幸
啓
遊
ば
さ
れ

る
予
定
で
あ
っ
た
全
国
植
樹
祭
が
延
期
の
巳
む

無
き
に
至
り
ま
し
た
。
誠
に
残
念
で
は
あ
り
ま

す
が
、
神
社
関
係
者
は
更
な
る
皇
室
敬
慕
の
念

の
醸
成
に
努
め
、
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
来
年

の
行
幸
啓
の
折
に
は
挙
っ
て
奉
迎
の
誠
を
尽
す

所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
ご
協
力

を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

県
内
神
社
界
に
お
い
て
も
当
該
感
染
症
の
影

響
を
受
け
、
祭
礼
に
お
け
る
神
賑
行
事
の
規
模

縮
小
や
自
粛
を
は
じ
め
、
従
来
通
り
の
行
事
が

執
り
行
え
な
い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
神

社
庁
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
の
状
況
下
に
鑑

み
、
開
催
事
業
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
対
応
を

取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今

後
も
当
該
感
染
症
に
関
す
る
情
報
収
集
を
は

じ
め
、
神
社
本
庁
及
び
関
係
各
所
と
の
連
携
を

密
に
し
て
対
処
す
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

皆
様
方
に
は
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
す
る

庁 

長

⻆
河
和
幸

令
和
二
年
度

神
社
庁
運
営
方
針
に
つ
い
て
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と
共
に
、
引
き
続
き
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
対

応
を
講
じ
ら
れ
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
当
該
感
染
症
が
も
た
ら
す
経
済
活
動

の
停
滞
は
深
刻
さ
を
増
し
、
神
社
界
全
体
に
も

影
響
を
及
ぼ
す
事
態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
か

か
る
状
況
に
鑑
み
、
当
庁
と
し
て
も
斯
界
の
実

状
を
十
分
に
踏
ま
え
た
財
政
支
援
策
を
講
じ
て

ま
い
り
た
く
、
令
和
二
年
度
の
一
般
会
計
予
算

に
お
け
る
支
部
負
担
金
、
特
別
神
社
負
担
金
及

び
特
別
神
社
寄
贈
金
に
つ
い
て
は
軽
減
し
た
予

算
編
成
と
し
て
お
り
ま
す
。
神
社
庁
運
営
は
県

内
神
社
関
係
者
の
赤
誠
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
を
改
め
て
肝
に
銘
じ
、
未
だ
経
験
し

た
こ
と
の
な
い
未
曾
有
の
難
局
に
対
処
し
て
ゆ

き
た
く
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
島
根
県
の
神
社
界
を
取
り
巻
く
環
境

は
、
急
激
な
少
子
高
齢
化
と
過
疎
化
の
影
響
を

受
け
、
地
域
の
神
社
を
護
持
す
る
う
え
で
多
く

の
課
題
に
直
面
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
難

問
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
も
研
修
や
教
化
活

動
を
通
し
て
、
神
職
の
資
質
向
上
を
図
る
と
共

に
高
い
見
識
に
基
づ
い
て
神
社
を
支
え
て
い
た

だ
け
る
氏
子
総
代
の
後
継
者
を
育
成
し
て
ゆ
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
本
年
は
我
が
国
初

の
正
式
な
歴
史
書
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
編
纂

千
三
百
年
を
迎
え
、
神
社
本
庁
の
第
三
期
教
化

実
践
目
標
主
題
も
、
日
本
書
紀
を
題
材
に
し
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
当
庁
と
致
し
ま
し

て
も
、
こ
の
機
を
逃
さ
ず
、
広
く
一
般
に
対
し

て
神
話
や
神
社
・
祭
祀
へ
の
理
解
を
深
め
る
広

報
活
動
に
努
め
、
地
域
の
共
同
体
意
識
の
恢
復

を
図
る
た
め
神
社
振
興
対
策
を
多
方
面
か
ら
進

展
さ
せ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
終
息
の
目
処
が
立
た
な
い
中
、
庁

務
に
も
大
き
な
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
が
、
現
状
と
課
題
を
整
理
し
、
よ
り
一

層
適
正
か
つ
円
滑
な
業
務
の
在
り
方
を
検
討
し

な
が
ら
勇
往
邁
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
斯
界
発
展
の
た
め
に
、
関
係
者
の

皆
様
の
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご
協
力
を
切
に
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

通
常
業
務
及
び
開
催
事
業
の
実
施
を
念
頭
に
、

様
々
な
施
策
を
精
査
し
、
よ
り
充
実
し
た
施
策

が
実
施
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。

　

特
に
本
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
様
々
な
行
事
を
執
り

行
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
お
り
、
神
社
庁
業

務
に
大
き
な
支
障
を
き
た
し
て
い
る
。
日
々

刻
々
と
変
化
す
る
感
染
状
況
に
つ
い
て
、
今
後

の
政
府
及
び
自
治
体
等
の
対
応
に
留
意
し
つ
つ

対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
。

　

ま
た
、
神
社
庁
業
務
は
年
々
多
様
化
し
て
い

く
中
、
運
営
に
つ
い
て
は
中
長
期
的
視
野
に

た
っ
て
業
務
の
効
率
化
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

一
、
第
七
十
二
回
島
根
県
神
社
関
係
者
大
会
の

開
催
中
止
に
つ
い
て

　

令
和
二
年
九
月
三
日
、
益
田
市
「
島
根
県
芸

術
文
化
セ
ン
タ
ー
グ
ラ
ン
ト
ワ
」
で
開
催
を
予

定
し
て
い
る
「
第
七
十
二
回
島
根
県
神
社
関
係

者
大
会
」
に
つ
い
て
は
、
先
般
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
「
緊
急
事
態
宣
言
」

が
解
除
さ
れ
た
と
は
い
え
、
政
府
及
び
自
治
体

等
か
ら
感
染
症
拡
大
防
止
へ
の
協
力
が
継
続
し

て
要
請
さ
れ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
は
、
関
係
者

各
位
の
安
全
・
健
康
を
考
慮
す
る
と
開
催
を
中

止
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
し
た
。

活

動

方

針

事

業

計

画

総
務
委
員
会
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そ
れ
は
古
か
ら
の
天
皇
即
位
の
正
当
性
の
源
で

あ
り
、
我
々
の
祖
先
か
ら
世
代
を
超
え
て
受
け

継
い
で
き
た
伝
承
に
見
ら
れ
る
精
神
を
改
め
て

明
ら
か
に
し
、
皇
室
敬
慕
の
念
の
更
な
る
醸
成

に
向
け
、
教
化
活
動
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
と
考
え
る
。

　

本
宗
と
仰
ぐ
神
宮
に
お
い
て
は
、
次
期
遷
宮

に
向
け
着
々
と
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

本
年
は
第
三
期
「
三
ヵ
年
継
続
神
宮
大
麻
都
市

頒
布
向
上
計
画
」
初
年
度
を
迎
え
る
。
今
期

は
、
二
十
五
年
ぶ
り
の
神
宮
大
麻
初
穂
料
の
改

定
、
最
終
年
度
で
あ
る
令
和
四
年
に
は
神
宮
大

麻
全
国
頒
布
百
五
十
周
年
の
節
目
を
迎
え
る
こ

と
と
な
る
。
神
宮
大
麻
の
頒
布
と
奉
斎
の
為
の

活
動
は
、
家
庭
の
ま
つ
り
を
通
し
て
神
宮
と
神

社
、
氏
子
崇
敬
者
と
を
結
び
、
敬
神
崇
祖
の
念

を
継
承
す
る
神
道
教
化
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を

再
確
認
し
、
改
め
て
神
宮
崇
敬
の
念
を
喚
起
す

る
と
と
も
に
、
よ
り
一
層
の
本
宗
奉
賛
活
動
に

努
め
て
ま
い
り
た
い
。

　

全
国
的
に
進
行
す
る
共
同
体
意
識
の
希
薄
化

や
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
は
、
地
域
に
お
け
る

閉
塞
感
を
も
た
ら
し
、
各
地
域
の
産
土
信
仰
を

基
と
す
る
神
社
護
持
の
現
況
は
極
め
て
困
難
な

状
況
を
迎
え
て
い
る
。
か
か
る
現
状
に
鑑
み
、

神
社
庁
及
び
各
支
部
に
お
い
て
は
、
神
社
本
庁

の
教
化
実
践
目
標
の
主
題
を
踏
ま
え
、
一
般
県

民
に
対
し
各
種
教
化
活
動
及
び
広
報
活
動
を
有

効
的
に
展
開
し
、
氏
子
意
識
の
昂
揚
並
び
に
神

宮
・
神
社
へ
の
参
拝
促
進
と
家
庭
及
び
地
域
に

お
け
る
ま
つ
り
の
振
興
を
図
る
諸
施
策
の
遂
行

に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。
各
神
社
に
お
い
て
は
、

祭
祀
を
厳
修
し
つ
つ
、
社
頭
講
話
、
神
賑
行
事

を
通
じ
て
氏
子
意
識
の
啓
発
に
努
め
、
地
域
の

共
同
体
意
識
の
恢
復
を
図
れ
る
よ
う
、
神
社
の

振
興
策
に
取
り
組
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
制
限
さ
れ
た
中
で
の

活
動
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
有
効
な

教
化
活
動
の
実
践
に
よ
り
、
神
職
の
意
識
と
資

質
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

一
、
皇
室
の
姿
を
、
広
く
正
し
く
伝
え
、
皇
室

敬
慕
の
念
の
喚
起
に
努
め
る
。

一
、「
三
大
神
勅
の
心
」
を
次
世
代
に
継
承
す

べ
く
、
神
話
教
育
の
充
実
、
伝
統
文
化
の

普
及
に
努
め
、
国
家
と
郷
土
を
敬
愛
す
る

青
少
年
の
心
の
教
育
に
寄
与
す
る
。

一
、
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
五
十
周
年
を
見
据

　

な
お
、
顕
彰
に
つ
い
て
は
実
施
し
、
例
年
記

念
式
典
内
で
お
こ
な
っ
て
い
る
表
彰
を
、
本
年

は
九
月
二
十
五
日
に
斎
行
予
定
の
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
奉
告
祭
に
併
せ
て
、
当
該
支
部
長
に
表

彰
状
・
感
謝
状
を
伝
達
し
、
支
部
長
よ
り
被
表

彰
者
へ
授
与
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

我
が
国
初
の
正
史
『
日
本
書
紀
』
が
編
纂

千
三
百
年
を
迎
え
た
本
年
、
神
社
本
庁
の
教
化

実
践
目
標
（
令
和
二
年
度
～
令
和
四
年
度
）
の

主
題
は
、「
御
大
典
を
期
し
て
、
三
大
神
勅
の

心
を
次
世
代
へ
」
と
定
め
ら
れ
た
。

　

御
大
典
の
諸
儀
式
に
国
民
斉
し
く
慶
び
に
湧

き
、
令
和
の
新
し
い
御
代
の
幕
が
開
け
た
今
、

皇
室
の
御
存
在
は
世
間
か
ら
も
一
層
注
目
さ
れ
、

ひ
い
て
は
神
宮
や
神
社
に
対
す
る
関
心
が
高
ま

り
を
み
せ
て
い
る
。

　

こ
の
気
運
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
も
、『
日

本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
三
大
神
勅
の
心
を
次
世

代
に
継
承
す
べ
く
、
神
話
教
育
の
充
実
を
図
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
大
神
勅
の
心
、

活

動

方

針

教
化
委
員
会

教
化
活
動
実
践
目
標
大
綱
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③
国
旗
・
国
歌
や
祝
日
の
意
義
啓
発
と
国
歌
斉

唱
・
国
旗
掲
揚
活
動
を
推
進
し
、
国
家
意
識

の
涵
養
に
努
め
る
。

（
二
）
神
宮
へ
の
参
拝
促
進
と
神
宮
大
麻
頒
布

対
策

県
教
化
委
員
会
の
取
り
組
み

①
神
社
本
庁
が
推
進
す
る
第
三
期
「
三
カ
年
継

続
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計
画
」
を
始
め

と
す
る
諸
施
策
及
び
他
の
神
社
庁
に
お
け
る

対
策
を
あ
ら
た
め
て
調
査
研
究
し
、
本
県
に

適
応
し
う
る
効
果
的
か
つ
具
体
的
な
対
策
を

検
討
す
る
。

②
本
年
の
神
宮
大
麻
初
穂
料
の
改
定
及
び
令
和

四
年
の
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
五
十
周
年
を

見
据
え
、よ
り
強
力
な
増
頒
布
活
動
に
努
め
る
。

③
新
聞
広
告
の
掲
載
や
神
道
講
演
の
機
会
を
設

け
る
こ
と
で
、
一
般
県
民
に
参
宮
と
神
宮
大

麻
奉
斎
の
意
義
を
周
知
す
る
。

各
支
部
の
取
り
組
み

①
令
和
四
年
の
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
五
十
周

年
見
据
え
、
神
職
及
び
総
代
に
対
し
て
神
宮

奉
賛
の
意
義
を
周
知
す
る
。

·

神
宮
を「
本
宗
」と
仰
ぐ
所
以
に
つ
い
て

・
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
の
意
義
に
つ
い
て

②
神
宮
及
び
神
社
本
庁
発
行
の
教
化
広
報
資
材

え
、
神
宮
奉
賛
の
意
義
啓
発
を
啓
蒙
し
、

神
宮
大
麻
の
よ
り
強
力
な
頒
布
活
動
と
参

宮
の
促
進
に
努
め
る
。

一
、
祭
祀
の
厳
修
を
通
し
て
氏
子
意
識
を
高
め
、

氏
神
神
社
と
家
庭
及
び
地
域
の
ま
つ
り
の

振
興
と
継
承
に
努
め
る
。

一
、
神
社
の
公
共
性
を
顕
現
し
、
祭
祀
を
通
じ

て
地
域
社
会
と
の
連
携
を
深
め
、
神
社
と

地
域
の
活
性
化
に
努
め
る
。

一
、
神
職
と
し
て
の
研
鑽
に
励
み
、
奉
仕
神
社

の
護
持
運
営
に
寄
与
す
る
具
体
的
な
教
化

活
動
を
実
践
す
る
。

（
一
）
皇
室
敬
慕
の
念
の
喚
起
及
び
正
し
い
国

柄
の
啓
発
活
動
の
推
進

①
祖
先
よ
り
受
け
継
い
で
き
た
神
勅
の
精
神
を

明
ら
か
に
し
て
、
神
職
・
氏
子
意
識
の
昂
揚

を
図
る
と
と
も
に
、
次
世
代
に
継
承
す
べ
く
、

神
話
教
育
の
充
実
を
図
り
、
伝
統
文
化
の
普

及
に
努
め
る
。

②
皇
室
敬
慕
の
念
を
喚
起
す
べ
く
、
神
社
本
庁

作
成
資
材
及
び
季
刊
誌
『
皇
室
』
を
教
化
資

材
と
し
て
活
用
す
る
と
と
も
に
、季
刊
誌『
皇

室
』
の
定
期
購
読
を
促
進
す
る
。

を
活
用
し
、
平
素
か
ら
神
宮
大
麻
奉
斎
の
意

義
を
周
知
す
る
。

③
「
ふ
る
さ
と
便
」
に
つ
い
て
一
層
の
増
頒
布

対
策
を
具
体
的
に
講
ず
る
。

④
各
支
部
は
神
宮
大
麻
申
込
み
時
に
、
頒
布
計

画
書
も
併
せ
て
提
出
す
る
。

（
三
）
家
庭
祭
祀
・
地
域
の
ま
つ
り
の
振
興
と

地
域
社
会
の
活
性
化
の
推
進

①
氏
神
神
社
参
拝
や
神
棚
奉
斎
、
神
宮
大
麻
頒

布
促
進
等
を
目
的
と
し
た
広
報
活
動
を
積
極

的
に
展
開
し
、
神
宮
大
麻
奉
斎
の
意
義
の
啓

発
と
家
庭
祭
祀
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、

社
頭
環
境
の
整
備
に
努
め
、　

崇
敬
の
念
を

醸
成
す
る
。

②
地
域
活
動
や
社
会
活
動
等
に
積
極
的
に
参
画

し
、
神
社
に
対
す
る
一
層
の
理
解
を
促
す
と

と
も
に
神
社
関
係
組
織
と
の
連
携
、
氏
子
・

崇
敬
者
と
の
交
流
を
通
し
て
神
社
へ
の
協
力

体
制
を
整
え
る
。

③
過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進
地
域
へ
の
支

援
・
協
力
体
制
を
整
え
、
そ
の
成
果
を
共
有

し
、
神
社
の
興
隆
に
努
め
る
。

④
神
道
の
自
然
観
を
啓
発
す
る
た
め
に
、
祭
祀

を
通
し
て
、
神
社
を
取
り
巻
く
自
然
や
地
域

の
歴
史
・
文
化
に
触
れ
る
機
会
を
積
極
的
に

事

業

計

画
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は
解
除
さ
れ
た
と
は
い
え
、
政
府
及
び
自
治

体
等
か
ら
感
染
症
拡
大
防
止
へ
の
協
力
が
継

続
し
て
要
請
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
部
の

地
域
で
は
感
染
者
が
増
え
、
未
だ
予
断
を
許

さ
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
年
の
会

議
は
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
し
た
。

　

尚
、活
動
報
告
書
（
各
部
会
共
通
の
様
式
）

を
用
意
す
る
の
で
、
各
部
会
は
そ
れ
に
記
述

し
、
県
教
化
委
員
会
ま
で
提
出
す
る
。
取
り

纏
め
た
物
を
冊
子
状
に
し
、
各
支
部
に
後
日

送
付
す
る
。　

④
中
国
地
区
社
頭
講
話
研
修
会

　

本
年
は
島
根
県
で
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ

た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
来
年
（
令
和
三
年
）
に
延
期

と
な
っ
た
。

そ
の
他

一
、
第
三
期
「
三
カ
年
継
続
神
宮
大
麻
都
市
頒

布
向
上
計
画
」
に
つ
い
て

　

本
年
は
第
三
期
「
三
カ
年
継
続
神
宮
大
麻
都

市
頒
布
向
上
計
画
」
初
年
度
を
迎
え
た
。
昨
年

度
ま
で
、
氏
神
神
社
初
詣
勧
奨
と
神
宮
大
麻
頒

布
促
進
を
目
的
に
、
年
末
年
始
の
山
陰
中
央
新

報
に
広
告
を
掲
載
し
、
ま
た
一
昨
年
よ
り
同
時

期
に
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
を
展
開
し
て
い
る
。
本
年
度

提
供
し
、
鎮
守
の
森
の
保
護
育
成
に
努
め
る
。

（
四
）
神
道
講
演
・
社
頭
講
話
活
動
の
活
性
化

　

神
社
振
興
を
導
く
神
道
教
化
の
具
体
的
対
策

の
大
き
な
柱
の
一
つ
と
し
て
、
神
職
に
よ
る
社

頭
講
話
や
神
道
講
演
を
位
置
づ
け
、
そ
の
活
動

を
よ
り
活
発
に
す
べ
く
各
種
研
修
の
開
催
及
び

参
加
促
進
を
図
る
。

（
五
）
各
種
教
化
会
議
及
び
研
修
に
つ
い
て

①
全
国
教
化
会
議

　

神
社
本
庁
の
教
化
活
動
方
針
、
教
化
実
践

目
標
の
確
認
を
目
的
と
し
た
会
議
で
、
例
年

十
一
月
に
開
催
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

②
中
国
地
区
教
化
会
議

　

主
と
し
て
、
中
国
地
区
内
で
生
じ
て
い
る

教
化
活
動
上
の
共
通
の
課
題
に
取
り
組
ん
で

い
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
本
年
は
岡
山
県
で

八
月
下
旬
に
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

③
島
根
県
神
社
庁
教
化
委
員
総
集
会
（
国
民
精

神
昂
揚
研
修
会
併
せ
三
部
合
同
教
化
会
議
）

　

本
会
議
開
催
を
七
月
頃
に
予
定
し
て
い
た

が
、
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
の
影
響
か
ら
、
神
社
本
庁
及
び

神
社
庁
諸
行
事
に
お
い
て
も
、
中
止
や
延
期
、

開
催
形
態
の
変
更
な
ど
様
々
な
対
応
が
と
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
緊
急
事
態
宣
言

も
継
続
事
業
と
し
て
展
開
し
て
い
き
た
い
。

二
、
過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進
施
策
実
施
に

つ
い
て

　

三
年
目
（
最
終
年
度
）
を
迎
え
る
こ
の
施
策

は
、
祭
祀
の
継
続
が
危
惧
さ
れ
る
過
疎
地
域
に

お
い
て
、
神
職
及
び
氏
子
・
崇
敬
者
の
相
互
扶

助
に
よ
り
祭
祀
の
厳
修
を
図
る
こ
と
で
、
神
社

及
び
地
域
の
活
性
化
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
各
県
神
社
庁
管
内
の
過
疎
地
域
に
神
社

活
性
化
推
進
地
域
を
選
定
す
る
。
選
定
さ
れ
た

地
域
は
、
三
年
を
一
期
と
し
、
年
間
三
十
万
の

助
成
金
を
受
け
活
動
し
、
当
該
地
域
の
祭
礼
行

事
の
継
承
、
振
興
、
復
興
の
た
め
の
相
互
扶
助

に
よ
る
協
力
体
制
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
。

［
当
庁
指
定
地
域
］

　

国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財「
大
元
神
楽
」

［
二
年
目
活
動
報
告
］

　

大
元
神
楽
は
邑
智
郡
内
の
三
社
で
神
事
を
斎

行
し
、
観
賞
用
の
手
引
き
作
成
、
神
楽
に
使
用

す
る
舞
具
、
飾
り
、
会
場
整
備
等
、
設
備
の
充

実
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
幣
、
天
蓋

彫
り
等
に
関
わ
る
技
術
伝
承
の
た
め
、
関
係
資

料
の
収
集
を
行
っ
た
。
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［
斎
行
日
］

○
令
和
元
年
十
月
三
日　

尾
八
幡
宮

（
齋
木
規
功
宮
司
）
邑
智
郡
邑
南
町
市
木

○
令
和
元
年
十
月
十
六
日　

八
幡
宮

（
湯
淺
隆
興
宮
司
）
邑
智
郡
川
本
町
三
俣

○
令
和
元
年
十
一
月
二
日　
櫻
井
太
詔
刀
命
神
社

（
靜
美
峰
子
宮
司
）
邑
智
郡
邑
南
町
日
和

［
本
年
度
活
動
計
画
］

　

本
年
度
は
、
昨
年
度
に
収
集
し
た
幣
、
天
蓋

彫
り
等
の
関
係
資
料
を
も
と
に
デ
ー
タ
化
を
行

い
、
手
引
き
の
作
成
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
手
引
き
を
資
材
に
技
術
伝
承
の

た
め
、
勉
強
会
の
開
催
を
予
定
し
て
い
る
。

　

祭
祀
の
厳
修
を
一
層
推
進
す
べ
く
、
現
任
神

職
の
祭
式
研
修
を
徹
底
し
、
資
質
向
上
を
図
る
。

　

更
に
、
祭
式
指
導
者
の
育
成
を
図
る
た
め
、

引
続
き
支
部
祭
式
助
教
の
教
育
に
も
努
め
て
ま

い
り
た
い
。

一
、
支
部
祭
式
助
教
の
研
修
会
を
令
和
三
年
一

月
も
し
く
は
二
月
中
に
開
催
す
る
。

二
、
各
部
会
及
び
各
支
部
に
於
け
る
祭
式
研
修

会
の
奨
励
を
図
る
。

　

島
根
県
神
社
庁
報
に
つ
い
て
、
神
社
庁
の
広

報
誌
と
し
て
神
職
及
び
総
代
が
関
心
を
持
つ
よ

う
、
内
容
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

　

本
年
度
の
島
根
県
神
社
庁
報
に
つ
い
て
は
、

関
係
者
大
会
並
び
に
階
位

検
定
講
習
会
が
中
止
と

な
っ
た
た
め
、
例
年
四
回

発
行
の
と
こ
ろ
を
三
回
と

す
る
。

　

神
社
庁
財
政
は
、
歳
入
歳
出
共
に
過
去
十
年

に
亘
り
一
億
円
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

　

歳
入
面
に
お
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
逼
迫
す
る
県
内

神
社
の
財
政
状
況
を
考
慮
し
、
支
部
負
担
金
に

つ
い
て
は
一
割
減
額
す
る
と
共
に
、
例
年
八
月

末
迄
の
早
期
納
入
還
付
金
の
納
付
期
限
を
、
通

常
納
付
期
限
で
あ
る
明
年
一
月
末
迄
適
用
す
る

こ
と
で
、
実
質
二
割
減
額
と
す
る
。
ま
た
、
特

別
神
社
負
担
金
は
一
割
減
額
と
し
、
特
に
特
別

神
社
寄
贈
金
に
つ
い
て
は
四
割
減
額
し
て
納
付

を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
る

歳
入
減
が
あ
る
一
方
、
神
社
庁
運
営
の
重
要
な

財
源
で
あ
る
「
神
宮
大
麻
頒
布
交
付
金
」
は
、

本
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
神
宮
大
麻
初
穂
料
改
定

に
と
も
な
い
、
一
年
前
倒
し
に
て
改
定
後
の
交

付
金
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
歳
入
増
が
見

込
ま
れ
、
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
影
響
を
受
け
て
、会
議
・
行
事
等
の
中
止
が

相
次
い
だ
こ
と
に
よ
る
支
出
減
の
結
果
、
令
和

活

動

方

針

祭
祀
委
員
会

一
般
会
計
予
算
大
綱

令
和
二
年
度

　

神
社
庁
予
算

事

業

計

画

活

動

方

針

広
報
委
員
会

事

業

計

画
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本
年
七
月
十
日
に
神
社
庁
に
於
い
て
開
催
予

定
で
あ
っ
た
県
神
社
総
代
会
代
議
員
会
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点

か
ら
書
面
評
決
に
よ
る
議
決
と
な
っ
た
。

　

天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
、
大
嘗
祭
を

は
じ
め
と
す
る
御
代
替
の
関
連
諸
儀
式
を
恙
な

く
お
勤
め
遊
ば
さ
れ
た
。
こ
の
御
代
の
継
承
に

際
し
て
、
国
民
挙
っ
て
奉
祝
の
誠
を
捧
げ
、
御

大
礼
の
御
儀
が
厳
粛
裡
に
古
式
ゆ
か
し
く
斎
行

さ
れ
た
こ
と
を
拝
し
得
て
、
我
が
悠
久
の
国
風

を
実
感
で
き
た
こ
と
は
、
感
動
に
極
ま
り
な
い

元
年
度
か
ら
の
繰
越
金
が
例
年
よ
り
多
く
生
じ

た
こ
と
か
ら
、ほ
ぼ
例
年
通
り
の
財
源
が
確
保

で
き
る
見
通
し
の
も
と
で
の
予
算
編
成
と
し
た
。

　

歳
出
面
で
は
、
会
議
・
行
事
等
の
中
止
も
し

く
は
開
催
形
態
の
変
更
に
よ
り
支
出
減
が
予
想

さ
れ
る
が
、
神
宮
大
麻
支
部
交
付
金
に
つ
い
て

は
、
大
麻
初
穂
料
改
定
に
よ
る
増
額
比
率
を
適

事

業

計

画

【歳入の部】 ［単位：円］
科　　　目 本年度予算額
幣 帛 料 565,000	
初 穂 料 1,050,000	
交 付 金 59,000,000	
負 担 金 30,127,600	
協 賛 金 1,830,000	
諸 収 入 7,510,000	
繰 入金収入 1,000,000	
繰 越 金 10,500,000	
合 　 計 111,582,600	

【歳出の部】 ［単位：円］
科　　　目 本年度予算額

幣 帛 料 1,144,000	
神宮神徳宣揚費交付金 23,681,000	
儀 礼 費 700,000	
祭 儀 費 700,000	
会 議 費 2,220,000	
庁 費 35,960,000	
事 業 費 150,000	
教 化 費 18,230,000	
納 付 金 3,000,000	
負 担 金 18,455,000	
繰 出 金 1,600,000	
予 備 費 3,000,000	
次 期 繰 越 金 2,742,600
合 　 計 111,582,600	

令
和
二
年
度
　
神
社
庁
予
算

神
社
総
代
会
代
議
員
会

も
の
が
あ
る
。
心
豊
か
な
令
和
の
大
御
代
の
実

現
に
向
け
、
こ
の
麗
し
い
精
神
文
化
を
守
り
伝

え
、
尚
一
層
の
皇
室
尊
崇
の
念
の
涵
養
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

奇
し
く
も
、
本
年
は
我
が
国
初
の
正
式
な

歴
史
書
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
か
ら

千
三
百
年
の
記
念
の
年
と
な
る
。『
日
本
書
紀
』

天
孫
降
臨
の
段
に
記
さ
れ
た
三
大
神
勅
の
心
は
、

古
く
か
ら
天
皇
即
位
の
源
で
あ
り
、
皇
室
と
国

民
、
稲
作
と
ま
つ
り
の
永
遠
の
関
係
が
伺
え
る
。

改
め
て
そ
の
精
神
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

氏
子
意
識
を
昂
揚
し
、
さ
ら
に
は
疫
病
や
少
子

高
齢
化
に
よ
り
齎
さ
れ
た
地
域
社
会
の
閉
塞
感

を
打
破
す
る
の
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
皇
室

の
御
存
在
が
世
間
か
ら
も
注
目
さ
れ
、
さ
ら
に

は
神
宮
や
神
社
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
を
見

せ
る
中
、
皇
室
・
神
社
と
『
日
本
書
紀
』
と
の

関
係
に
一
層
の
理
解
を
求
め
、
皇
室
敬
慕
の
念

の
醸
成
と
共
に
、
神
社
の
興
隆
と
神
道
精
神
の

発
揚
に
期
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
本
年
、
島
根
県
神
社
総
代
会
は
設
立

五
十
周
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
た
。
我
々
は
、

設
立
以
来
、
神
社
庁
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
そ

の
施
策
に
協
力
し
、
神
社
の
興
隆
は
固
よ
り
、

用
す
る
こ
と
に
よ
り
交
付
金
額
の
支
出
増
が
見

込
ま
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
通
常
と
は
状
況
を
異
に
す
る

年
度
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
歳
出

予
算
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
層
厳
格
、

且
つ
、
適
切
に
執
り
進
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ

る
。
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こ
こ
に
、
島
根
県
神
社
総
代
会
は
、
全
国
神

社
総
代
会
の
方
針
に
基
づ
き
、
島
根
県
神
社
庁

と
共
に
次
の
諸
施
策
を
展
開
し
て
い
く
も
の
で

あ
る
。

　

各
支
部
総
代
会
に
お
い
て
も
、
神
職
と
協
力

し
【
実
践
目
標
】
の
達
成
に
向
け
、
具
体
的
な

活
動
に
つ
い
て
一
層
の
取
り
組
み
を
期
待
す
る

も
の
で
あ
る
。

一
、
皇
室
敬
慕
の
念
の
涵
養
と
皇
室
に
対
す
る

正
し
い
認
識
を
推
進
す
る

・
皇
室
敬
慕
の
念
の
喚
起
に
努
め
る

・
神
話
の
世
界
観
を
学
び
、
祖
先
よ
り
受
け

継
い
で
き
た
三
大
神
勅
の
精
神
を
明
ら
か

に
し
て
、
氏
子
意
識
の
昂
揚
に
努
め
る

・
季
刊
誌
『
皇
室
』
の
普
及
に
努
め
る

・
皇
室
カ
レ
ン
ダ
ー
の
普
及
に
努
め
る

一
、
神
宮
崇
敬
の
念
を
喚
起
す
る

・
令
和
四
年
に
迎
え
る
神
宮
大
麻
全
国
頒
布

百
五
十
周
年
を
見
据
え
、
神
宮
大
麻
増
頒

布
の
促
進
に
努
め
る

・
神
宮
参
宮
促
進
に
努
め
る

・
神
宮
崇
敬
会
へ
の
加
入
促
進
に
努
め
る

我
が
国
の
伝
統
の
恢
復
と
道
統
の
護
持
の
た
め

心
血
を
注
が
れ
た
先
人
達
の
苦
労
を
忘
れ
る
こ

と
無
く
、
そ
の
高
邁
な
精
神
を
次
世
代
に
継
承

発
展
さ
せ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
が

国
は
今
、
人
口
減
少
社
会
の
到
来
を
迎
え
、
地

域
共
同
体
の
崩
壊
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
地
域

社
会
の
中
核
と
な
る
神
社
を
取
り
巻
く
環
境
は

真
に
厳
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
我
が
国
の
伝
統

を
守
り
、
文
化
を
育
ん
で
ゆ
く
た
め
に
は
、
先

賢
の
足
跡
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
つ
つ
、
そ
の

叡
智
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

全
国
規
模
で
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
は
、
神
社
界
全
体
に
も
影
響
を

及
ぼ
す
事
態
と
な
っ
て
お
り
、
各
所
に
於
い
て

開
催
予
定
で
あ
っ
た
神
社
関
係
諸
行
事
が
延

期
・
中
止
と
な
っ
て
い
る
。
予
定
し
て
い
た

「
島
根
県
神
社
総
代
会
設
立
五
十
周
年
記
念
事

業
」
に
つ
い
て
も
、
当
該
感
染
症
の
影
響
を
受

け
、
時
期
を
一
年
先
送
り
に
し
て
開
催
せ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
日
々
刻
々
と
変
化

す
る
感
染
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
の
政
府
及
び

自
治
体
等
の
対
応
を
注
視
し
つ
つ
、
こ
の
事
業

が
万
事
滞
り
無
く
遂
行
で
き
る
よ
う
協
議
・
検

討
を
重
ね
、
準
備
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

実
践
目
標
・
具
体
的
な
活
動

一
、
家
庭
と
地
域
の
ま
つ
り
の
振
興
を
図
り
、

地
域
社
会
の
再
生
・
発
展
に
努
め
る

・
神
社
神
道
の
本
義
で
あ
る
祭
祀
の
厳
修
と
、

地
域
の
人
々
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る

神
社
本
来
の
姿
の
継
承
と
発
展
に
努
め
る

・
地
域
や
家
庭
の
祭
り
を
通
し
て
、
氏
子
意

識
を
啓
発
し
、
各
家
庭
に
お
け
る
神
棚
奉

斎
の
推
進
に
努
め
る

・
神
社
の
地
域
社
会
に
お
け
る
役
割
を
再
確

認
し
、
地
域
社
会
の
再
生
、
発
展
を
図
る

た
め
、
積
極
的
な
活
動
に
努
め
る

・
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
意
識
涵
養
の
た

め
に
も
、祝
日
の
意
義
啓
発
と
国
歌
斉
唱
・

国
旗
掲
揚
活
動
を
推
進
す
る

一
、
次
代
を
担
う
青
少
年
、
氏
子
総
代
の
育
成

に
努
め
る

・
青
少
年
が
神
話
の
心
を
学
び
育
む
機
会
を

積
極
的
に
創
出
し
、
地
域
教
育
の
役
割
を

担
え
る
よ
う
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に
努

め
る

・
氏
子
青
年
会
の
結
成
を
は
か
り
、
神
社
の

祭
り
や
行
事
へ
の
参
加
促
進
に
努
め
る

・
氏
子
総
代
と
し
て
の
知
識
、
作
法
を
身
に

つ
け
る
た
め
、
各
種
研
修
・
教
化
活
動
を
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神
道
政
治
連
盟
島
根
県
本
部
（
忌
部
正
孝
本

部
長
）
代
議
員
会
が
六
月
二
十
二
日
神
社
庁
で

開
催
さ
れ
た
。

神
政
連
代
議
員
会

実
施
し
、
後
継
者
育
成
に
努
め
る

・
植
樹
等
を
推
進
し
、
鎮
守
の
森
の
保
護
育

成
を
通
じ
て
、
自
然
へ
の
畏
敬
と
感
謝
に

根
ざ
す
神
道
の
自
然
観
の
涵
養
に
努
め
る

一
、
適
切
な
神
社
運
営
を
は
か
り
、
神
社
の
奉

護
に
努
め
る

・『
神
社
役
員
・
総
代
必
携
』
を
活
用
し
、

必
須
事
項
の
理
解
に
努
め
る

・『
所
轄
庁
へ
の
提
出
書
類
』
の
正
確
性
を

期
す
る
と
と
も
に
、
提
出
期
限
の
厳
守
に

努
め
る

一
、
第
七
十
二
回
島
根
県
神
社
関
係
者
大
会

　

島
根
県
神
社
総
代
会
五
十
周
年
記
念
事
業
の

一
環
と
し
て
、
冠
を
つ
け
記
念
大
会
で
の
開
催

を
予
定
し
て
い
た
本
年
の
関
係
者
大
会
（
令
和

二
年
九
月
三
日
開
催
、
第
七
十
二
回
島
根
県
神

社
関
係
者
大
会
於
益
田
市
「
島
根
県
芸
術
文
化

セ
ン
タ
ー
グ
ラ
ン
ト
ワ
」）
に
つ
い
て
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点

か
ら
、
中
止
と
な
っ
た
。

一
、
神
社
参
拝
、
神
棚
奉
斎
及
び
神
宮
大
麻
頒

布
促
進
に
か
か
る
広
報
活
動

【収入の部】　［単位：円］
科　目 本年度予算額
助 成 金 1,000,000	
賦 課 金 1,841,420	
雑 収 入 26	
繰 越 金 28,554	
収入合計 2,870,000	

【支出の部】　［単位：円］
科　目 本年度予算額
会 議 費 530,000
事 務 費 10,000
事務手当 70,000
旅 費 200,000
教化研修費 1,190,000
負 担 金 219,000
雑 費 200,000
予 備 費 451,000
支出合計 2,870,000

主
要
事
業
の
計
画

　

島
根
県
神
社
庁
と
共
同
で
、
年
末
年
始
な
ど

し
か
る
べ
き
時
期
に
、
広
く
県
民
一
般
向
け
の

神
社
参
拝
、
神
棚
奉
斎
及
び
神
宮
大
麻
頒
布
促

進
を
目
的
と
す
る
新
聞
広
告
を
掲
載
す
る
。

一
、『
島
根
県
神
社
総
代
会
設
立
五
十
周
年
記

念
事
業
』
の
計
画
・
準
備
の
遂
行

　

畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
、
昨

年
五
月
一
日
に
御
即
位
に
な
り
、
も
っ
と
も
重

要
な
儀
式
で
あ
る
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
並
び

に
「
大
嘗
祭
」
に
臨
ま
れ
た
。
一
連
の
諸
儀
式

も
粛
々
と
進
め
ら
れ
、
私
ど
も
は
憲
政
史
上
初

め
て
と
な
っ
た
御
譲
位
に
よ
る
皇
位
継
承
が
無

事
に
終
え
ら
れ
た
事
を
心
よ
り
寿
ぎ
、
皇
室
の

弥
栄
を
御
祈
念
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
あ

ら
た
め
て
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
事
績
と
君
民

一
体
の
我
が
国
柄
の
あ
り
が
た
さ
に
思
い
を
致

し
た
い
。

　

一
方
、
将
来
の
皇
位
継
承
に
つ
い
て
は
、
国

民
の
正
し
い
理
解
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難

く
、
安
易
な
長
子
優
先
や
「
女
性
宮
家
」
の
設

立
を
目
論
む
論
調
は
後
を
絶
た
な
い
。
天
皇
皇

后
両
陛
下
を
敬
う
こ
と
か
ら
、
皇
室
を
中
心
と

す
る
我
が
国
の
国
柄
へ
の
思
い
を
致
す
流
れ
が

定
着
す
る
よ
う
、
教
化
活
動
を
進
め
る
必
要
が

あ
る
。

　

ま
た
、
国
際
情
勢
は
日
々
動
い
て
お
り
、
予

断
を
許
さ
な
い
。
特
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
世
界
的
な
流
行
は
、
日
々
の
生
活
に

活

動

方

針

令
和
二
年
度
　
総
代
会
予
算
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日
本
会
議
島
根
（
倉
井
毅
会
長
）
理
事
会
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
た
め
中
止
に

な
り
、
令
和
二
年
度
の
活
動
方
針
（
案
）、
予

算
（
案
）
は
執
行
部
会
で
決
定
と
な
っ
た
。

日
本
会
議
島
根
理
事
会

【収入の部】　　［単位：円］
科　目 本年度予算額

会 	 費 1,800,000
補 助 金 700,000
交 付 金 950,000
特別協賛金 100,000
本部協賛金 180,000
旅費助成金 500,000
雑 収 入 931
繰 越 金 1,303,069

計 5,534,000

【支出の部】　　［単位：円］
科　目 本年度予算額

会 議 費 300,000
教 宣 費 1,000,000
納 付 金 1,800,000
本部協賛金 180,000
事 務 費 250,000
事 務 手 当 50,000
旅 費 600,000
補 助 金 400,000
雑 費 40,000
積 立 300,000
予 備 費 614,000

計 5,534,000

四
、
靖
國
神
社
・
護
國
神
社
参
拝
勧
奨
、
英

霊
顕
彰
事
業
の
推
進

五
、
政
教
関
係
訴
訟
対
策

六
、
竹
島
を
巡
る
諸
問
題
へ
の
対
応

七
、
国
家
主
権
と
領
土
を
巡
る
諸
問
題
へ
の

対
応

八
、
自
然
災
害
等
緊
急
時
へ
の
対
策
と
復
興

支
援

九
、
時
局
に
応
じ
て
取
り
組
む
対
策

十
、
神
社
の
護
持
・
継
承
に
向
け
て
の
対
策

十
一
、
組
織
の
充
実

 

事
業
計
画

一
、
会
員
増
強
運
動
の
展
開

　
　
（
目
標
一
、四
〇
〇
名
）

二
、
会
員
の
種
別
に
つ
い
て
（
格
上
げ
）

三
、
季
刊
誌
『
皇
室
』
の
普
及

四
、
靖
國
神
社
及
び
松
江
・
濱
田
護
國
神
社

へ
の
参
拝
勧
奨

五
、
友
好
団
体
と
の
連

携
の
強
化

深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
一

時
的
に
は
仕
方
の
な
い
こ
と
と
し
て
も
、
地
域

の
祭
り
や
伝
統
行
事
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
こ

れ
を
機
と
し
た
縮
小
路
線
が
定
着
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
神
政
連
島
根
県
本
部
の
会
員
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
対
応
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

自
主
憲
法
制
定
運
動
、
教
育
の
正
常
化
、
国

家
主
権
と
領
土
を
巡
る
諸
問
題
へ
の
対
応
な
ど
、

神
政
連
の
掲
げ
る
政
策
は
、
我
が
国
の
本
質
に

関
わ
る
重
要
な
案
件
で
あ
り
、
正
し
い
理
解
と

世
論
の
醸
成
が
必
要
で
あ
る
。
偏
っ
た
マ
ス
コ

ミ
報
道
と
そ
れ
に
基
づ
く
安
易
な
論
調
が
形
成

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、「
青
年
隊
の
充
実
」

を
は
じ
め
と
す
る
会
員
の
資
質
向
上
に
加
え
、

「
日
本
会
議
」
や
「
美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ

く
る
島
根
県
民
の
会
」
と
の
連
携
を
深
め
て
ゆ

き
た
い
。

 

政
策
の
推
進

一
、
皇
室
の
尊
厳
護
持
運
動

二
、
自
主
憲
法
制
定
運
動

三
、
教
育
の
正
常
化
と
正
し
い
歴
史
観
を
後

世
に
伝
え
る
活
動

令
和
二
年
度
　
神
政
連
予
算
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新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止・延期となった行事一覧

月 日 曜 主催 行事
２ 27㈭～29㈯ 県教化委員会出雲部会 出雲部会参宮（第1班）（中止）

３

2㈪～3㈫ 神 社 本 庁 全国教化会議（延期）
5 木 〃 神宮大麻頒布春季全国推進会議（中止）
5㈭～7㈯ 県教化委員会出雲部会 出雲部会参宮（第2班）（中止）
17 火 神 社 庁 長 懇 話 会 神社庁長懇話会（中止）

18 水
神 社 本 庁 神社庁長会（中止）

〃 ｢皇室｣普及委員会（中止）

26㈭～27㈮ 中 国 地 区 神 社 庁 中国地区神社庁連絡会議
（本年は中止し来年岡山県にて開催）

４

11㈯～12㈰ 神 社 庁 研 修 所 初任神職研修（後期）（通信教育制にて実施）
16 木 島 根 県 神 社 庁 広報委員会（中止）
18 土 島 根 県 女 子 神 職 会 祭式研修会（中止）

20㈪～21㈫ 全 国 神 社 総 代 会 総代会幹部研修会（中止）
23 木 岡 山 県 神 社 庁 岡山県神社関係者大会（中止）

未定 全 国 敬 神 婦 人 会 役員会・常任委員会（書面による会議に変更）

５

11㈪～15㈮ 中 国 地 区 神 社 庁 中国地区中堅神職研修（乙）（中止）
19 火 全 国 神 社 総 代 会 代議員会（中止）

20 水
神 社 本 庁 表彰式（秋に延期）
島 根 県 神 社 庁
（ 院 友 神 職 会 ） 在京院友神職・学生懇親会（中止）

21㈭～22㈮ 神 社 本 庁 評議員会（常任委員会として開催予定）
22 金 〃 班幣式・神社庁長会（中止）

28㈭～29㈮ 中 国 地 区 神 社 庁 中国地区社頭講話研修会
（来年に延期し島根県にて開催）

31 日 島 根 県 全国植樹祭（来年に延期）

６ 10 水 神 政 連 本 部 神政連50周年記念式典
（9月4日に延期しホテルニューオータニにて開催）

  

事
業
計
画

一
、
皇
室
敬
慕
の
念
を
醸
成
す
る
活
動

二
、
自
主
憲
法
制
定
を
目
指
す
活
動

三
、
竹
島
問
題
の
早
期
解
決
を
目
指
す
活
動

四
、
領
土
・
領
海
を
守
る
活
動

五
、
教
育
の
正
常
化
を
目
指
す
活
動

六
、
島
根
県
を
大
切
に
す
る
活
動

七
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
の
受
入
れ

八
、
活
動
基
盤
の
強
化

【収入の部】 　［単位：円］

科　目 本年度予算額

交 付 金 500,000

補 助 金 500,000

雑 収 入 3,355

繰 越 金 1,206,645

収入合計 2,210,000

【支出の部】 　［単位：円］

科　目 本年度予算額

国民運動費 950,000

会 議 費 30,000

事 務 費 80,000

旅 費 650,000

予 備 費 500,000

支出合計 2,210,000

令
和
二
年
度
　
日
本
会
議
島
根
予
算
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月 日 曜 主催 行事

６

11 木
〃 中央委員会（常任委員会として開催）

島 根 県 神 社 庁 正副庁長会（6月12日に変更して開催）
12 金 〃 身分選考委員会（7月10日に変更）

13㈯～14㈰ 中 国 地 区 氏 青 神 青 中国地区氏青神青合同研修会（中止）
18 木 県教化委員会出雲部会 教化委員会出雲部会後期総集会（中止）
19 金 県教化委員会石見部会 教化委員会石見部会総会（中止）
23 火 島 根 県 神 社 庁 協議員会（書面による評決に変更）
28 日 日 本 文 化 興 隆 財 団 全国神社検定（来年6月27日に延期）

未定
神 社 庁 研 修 所 研修所講師会議（延期）
神 宮 評議員会（延期）
県教化委員会石見部会 教化委員会石見部会総代会敬神婦人会合同役員会（中止）

７

2 木 山 口 県 神 社 庁 山口県神社関係者大会（中止）

10 金

県 神 社 総 代 会 総代会監査会（6月17日に変更して開催）
〃 代議員会（書面による評決に変更）

日 本 会 議 島 根 理事会（執行部会として開催）
島 根 県 神 社 庁 関係者大会打合会（中止）

〃 総務委員会（県規程表彰審査）（延期）
21 火 神 社 本 庁 神社庁長会並神社庁事務担当者会（延期）

25㈯～26㈰ 全 国 氏 青 協 全国氏子青年協議会定期大会（中止）

未定
島 根 県 神 社 庁 国民精神昂揚研修会並三部合同教化会議

（教化委員総集会）（中止）
県教化委員会石見部会 石見部神職祭式助教研修会（中止）

８

2㈰～29㈯ 島 根 県 神 社 庁 階位検定講習会（中止）
23 日 県教化委員会出雲部会 国民精神昂揚研修会（夏季練成）（中止）
27 木 広 島 県 神 社 庁 広島県神社関係者大会（中止）

未定
県教化委員会石見部会 石見部神職研修会（夏季練成）（中止）
中 国 地 区 神 社 庁 中国地区教化会議（中止）

９

3 木 島 根 県 神 社 庁 島根県神社関係者大会（中止）
9 水 全 国 神 社 総 代 会 全国神社総代会大会（来年に延期し広島県にて開催）

７㈪～11㈮ 中 国 地 区 神 社 庁 中国地区中堅神職研修（甲）（中止）

29 火 全 国 敬 神 婦 人 会 全国敬神婦人会大会
（来年9月27日に延期し北海道にて開催）

未定

島 根 県 神 社 庁 広報委員会（中止）
県 総 代 会 石 見 部 会 総代会石見部総会（中止）
島根県氏子青年協議会 島根県氏子青年協議会定期大会（中止）
神 社 本 庁 神宮大麻頒布秋季全国推進会議（中止）

〃 神宮崇敬会事務局長会（中止）
〃 神社庁長会（延期）
〃 ｢皇室｣普及委員会（中止）

10 15 木 神 宮 初穂曳（中止）
11 ９㈪～10㈫ 中 国 地 区 神 社 庁 中国地区神社庁職員研修（中止）

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止・延期となった行事一覧
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邑
智
郡
邑
南
町　

八
幡
神
社　

宮　

司　

三　

上　

和　

丸

令
和
二
年
六
月
十
三
日　

享
年
七
十
五
歳

仁
多
郡
奥
出
雲
町　

横
田
八
幡
宮　

宮　

司　

木　

山　

久　

利

令
和
二
年
七
月
一
日　

享
年
百
一
歳

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

島
根
県
神
社
庁
長　

⻆　

河　

和　

幸

神 職 帰 幽

４
月
12
日　

濱
田
護
國
神
社
慰
霊
大
祭　

於　

濱
田
護
國
神
社
（
⻆
河
庁
長

参
列
）

５
月
11
日　

神
社
庁
教
化
委
員
会
石
見
部
役
員
会　

於　

濱
田
護
國
神
社

５
月
27
日　

臨
時
正
・
副
庁
長
会

　
　

〃　　
　

臨
時
役
員
会

６
月
４
日　

総
務
委
員
会

　
　

〃　　
　

身
分
選
考
委
員
会

６
月
９
日　

教
化
委
員
会

６
月
10
日　

宮
司
辞
令
交
付
式　

於　

神
社
庁
神
殿
（
篠
田
副
庁
長
参
列
）

６
月
12
日　

正
・
副
庁
長
会

　
　

〃　　
　

役
員
会

６
月
22
日　

支
部
長
会

７
月
６
日　

協
議
員
会
書
面
表
決　

於　

神
社
庁（
岸
協
議
員
会
議
長
出
席
）

７
月
10
日　

臨
時
正
・
副
庁
長
会

　
　

〃　　
　

臨
時
役
員
会

７
月
14
日　

広
報
委
員
会

７
月
28
日　

第
45
回
船
通
山
記
念
碑
祭
第
53
回
宣
揚
祭　

於　

奥
出
雲
町

（
和
田
主
事　

参
列
）

８
月
７
日　

第
１
回
負
担
金
賦
課
制
度
等
財
政
調
査
委
員
会　

於　

ホ
テ
ル

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都
（
⻆
河
庁
長
出
席
）

８
月
15
日　

戦
没
者
追
悼
慰
霊
祭
並
平
和
祈
願
祭　

於　

濱
田
護
國
神
社

（
篠
田
副
庁
長
参
列
）

　
　

〃　　
　

松
江
護
國
神
社
終
戦
記
念
祭

８
月
19
日　

第
２
回
負
担
金
賦
課
制
度
等
財
政
調
査
委
員
会　

於　

ホ
テ
ル

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都
（
⻆
河
庁
長
出
席
）

８
月
20
日　

監
査
会

　
　

〃　　
　

役
員
会

庁

務

日

誌

神

職

任

免

任
免

発
令
月
日

奉
職
神
社
名

鎮
　
座
　
地

本
務

兼
務

職
　
名

氏
　
　
名

任
２
・
６
・
１
伊
賀
武
神
社
仁
多
郡
奥
出
雲
町

本
祢

宜
吉
岡　

義
明

免
２
・
６
・
19
稲
荷
神
社
安
来
市
植
田
町

兼
宮

司
遠
藤　

重
榮

免
２
・
６
・
19
八

幡

宮
安
来
市
古
川
町

兼

〃

〃

任
２
・
６
・
20
稲
荷
神
社
安
来
市
植
田
町

兼
宮

司
福
島　

靖
史

任
２
・
６
・
20
八

幡

宮
安
来
市
古
川
町

兼

〃

〃

免
２
・
６
・
30
八

幡

宮
大
田
市
波
根
町

本
宮

司
壷
倉　
　

薫

任
２
・
７
・
１

〃

〃

本
宮

司
壷
倉　

祐
磨

任
２
・
７
・
１
紐
解
神
社

松
江
市
西
尾
町

兼
宮

司
吉
岡　

義
明

任
２
・
７
・
１
天
神
神
社
松
江
市
西
尾
町

兼

〃

〃

任
２
・
７
・
１
布
自
伎
美
神
社

松
江
市
東
川
津
町

兼

〃

〃

任
２
・
７
・
20
八
幡
神
社
邑
智
郡
邑
南
町

兼
宮

司

代
務
者

天
津　

兼
德

任
２
・
７
・
20
七

神

社
邑
智
郡
邑
南
町

兼

〃

〃

免
２
・
７
・
31
小
田
神
社
出
雲
市
多
伎
町

本
宮

司
松
尾　

定
邦

免
２
・
７
・
31
朝
山
神
社
出
雲
市
朝
山
町

兼

〃

〃

任
２
・
８
・
１
小
田
神
社
出
雲
市
多
伎
町

本
宮

司
松
尾　

充
晶

任
２
・
８
・
１
朝
山
神
社
出
雲
市
朝
山
町

兼

〃

〃

任
２
・
８
・
１
本
山
神
社
仁
多
郡
奥
出
雲
町

本
祢

宜
石
倉　
　

剛

任
２
・
８
・
１
羽
鳥
神
社
仁
多
郡
奥
出
雲
町

兼

〃

〃

（
令
和
２
年
６
月
～
８
月
）

（
令
和
２
年
４
月
～
８
月
）
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社
☆
ガ
ー
ル
神
社
巡
り
も
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
活
動
自
粛
が
続
き
ま

し
た
。
今
回
は
、
神
社
巡
り
で
訪
ね
る
予

定
に
し
て
い
た
社
寺
の
ご
紹
介
で
す
。

・
韓か
ん
か
ま
じ
ん
じ
ゃ

竈
神
社
　
島
根
県
出
雲
市
唐
川
町

　

社
☆
ガ
ー
ル
に
人
気
の
韓
竈
神
社
は
、

御
祭
神
の
素
盞
嗚
命
が
新
羅
に
渡
ら
れ
、

植
林
法
・
タ
タ
ラ
の
技
術
な
ど
を
日
本
に

持
ち
帰
っ
た
際
、
岩
船
に
乗
っ
て
降
り
立

た
れ
た
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

社
☆
ガ
ー
ル
通
信

　

神
社
鳥
居
の
脇
に
は
、『
鳥
居
は
神
聖

な
場
所
で
あ
る
神
域
へ
の
「
門
」
で
す
。 

神
社
と
俗
世
間
を
区
別
す
る
結
界
に
あ
た

る
も
の
（
後
略
）』
と
記
さ
れ
、
気
が
引

き
締
ま
り
ま
す

　

こ
の
鳥
居
か
ら
先
は
険
し
い
岩
が
ち
な

参
道
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
登
山
気
分
で
す
。

有
名
な
巨
岩
の
あ
い
だ
を
通
る
箇
所
は
幅

が
45
セ
ン
チ
ほ
ど
と
狭
く
、
母
親
の
産
道

に
例
え
ら
れ
、
新
し
い
自
分
に
生
ま
れ
変

わ
る
よ
う
な
気
持
ち
で
お
参
り
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

・
摩ま
た
ら
じ
ん
じ
ゃ

多
羅
神
社
　
島
根
県
出
雲
市
別
所
町

　
　
天
台
宗
　
浮
浪
山
鰐
淵
寺
境
内

　

鰐が
く
え
ん
じ

淵
寺
は
紅
葉
の
名
所
で
す
が
、
新
緑

の
季
節
が
社
☆
ガ
ー
ル
一
押
し
の
参
拝
時

期
で
す
。
お
寺
の
歴
史
は
古
く
、
飛
鳥
時

代
（
５
９
４
年
）
推
古
天
皇
の
眼
病
を
治

さ
れ
た
功
績
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
開
祖

の
智
ち
し
ゅ
ん
し
ょ
う
に
ん

春
上
人
は
、
浮
浪
の
滝
で
の
修
行
中

に
器
を
滝
壺
（
淵
） 

に
落
と
さ
れ
、
そ
れ

を
鰐
が
見
つ
け
て
返
し
た
こ
と
が
「
鰐

淵
」
の
由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
28

（
２
０
１
６
）
年
3
月
、
中
世
以
来
の
寺

領
２
８
８

ha
が
国
史

跡
に
指
定

を
受
け
ま

し
た
。
東

京
ド
ー
ム

の
60
倍
の

広
さ
で

す
。
出
雲

ド
ー
ム
な

ら
１
７
５

個
分
と

広
大
で

韓竈神社鳥居

岩 船

鰐淵寺
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出
雲
市
園
町
に
あ
り
ま
す
当
社
埼
田
神
社
は
創

立
年
代
は
不
詳
で
す
が
、
出
雲
国
風
土
記
所
載
社

で
あ
り
ま
す
。

　

本
殿
内
合
祀
の
八
幡
宮
は
、
宝
治
元
年

（
一
二
四
七
年
）
備
前
の
国
よ
り
勧
請
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

古
来
秋
の
例
祭
は
、
旧
八
月
九
日
で
し
た
が
、

埼
田
神
社
　
宮
司

常
松
英
子

出
雲
支
部
だ
よ
り

埼
田
神
社
と
青
獅
子
舞

す
。
摩
多
羅
神
社
は
手
前
に
拝
殿
で
は

な
く
常
じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ど
う

行
堂
（
修
行
の
道
場
）
が
あ
り
、

慈じ
え
い
だ
い
し
り
ょ
う
げ
ん

恵
大
子
良
源
が
祀
ら
れ
、
奥
の
建
物
が

神
社
御
本
殿
と
な
っ
て
い
ま
す
。
慈
恵
大

子
良
源
は
お
み
く
じ
の
考
案
者
と
さ
れ
、

ま
た
疫
病
厄
除
け
の
「
角つ
の
だ
い
し

大
子
」
と
し
て

も
有
名
な
高
僧
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
の
終
息
も
祈
願
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

御
祭
神
で
あ
る
摩
多
羅
神
（
一
般
に
多

の
字
が
あ
て
ら
れ
る
の
で
表
記
を
統
一
）

は
、多
く
は
「
後
戸
の
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
、

摩
多
羅
神
社
の
よ
う
に
名
を
あ
ら
わ
し
て

祀
ら
れ
て
い
る
の
は
他
に
日
光
山　

輪
王

寺
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
島
根
県
内
で
は
安

来
の
清
水

寺
の
宝
物

に
「
摩
多

羅
神
像
」

が
あ
り
、

そ
の
像
の

モ
デ
ル
は

渡
来
豪
族

「
秦は
た
の
か
わ
か
つ

河
勝
」

と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

秦
氏
は
猿

楽
、
能
楽

の
始
祖
と

も
い
わ
れ
、

映
画
村
の

あ
る
太
秦

は
秦
氏
の

本
拠
地
で

し
た
。
神

社
境
内
に

３
本
並
ぶ

杉
の
巨
木

は
一
見
の
価
値
あ
り
で
す
。
明
治
初
頭
の

廃は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

仏
毀
釈
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
今

日
ま
で
寺

院
と
神
社

が
こ
の
よ

う
に
密
接

な
関
係
で

建
っ
て
い

る
の
は
素

晴
ら
し
い

光
景
で
す
。

摩多羅神社

杉の巨木

青獅子舞の演舞

摩多羅神社からの景色
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舞
を
演
じ
た
後
、
お
祓
い
を
受
け
、
境
内
を
一
周

し
て
演
座
に
つ
き
十
二
段
の
三
番
双
ま
で
総
勢
約

二
十
名
で
、
古
風
で
優
雅
な
舞
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。

本
舞
で
は
途
中
で「
あ
あ
、ど
っ
こ
い
、ど
っ
こ
い
」

「
あ
り
や
ほ
う
」「
や
あ
よ
い
さ
ど
っ
こ
い
し
ょ
」

等
の
言
葉
で
調
子
を
と
っ
て
い
ま
す
。
十
歳
前
後

の
子
供
達
が
舞
う
三
番
双
も
必
見
で
す
。
夜
八
時

を
過
ぎ
る
と
観
客
の
拍
手
に
送
ら
れ
て
終
演
と
な

り
ま
す
。

　

現
在
中
組
の
み
で
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
高

齢
化
が
進
み
、
後
継
者
問
題
が
さ
し
迫
っ
て
き
ま

し
た
。
頑
張
っ
て
続
け
て
下
さ
る
中
組
の
皆
様
を

中
心
に
全
氏
子
の
皆
様
と
共
に
こ
の
問
題
に
と
り

組
ん
で
行
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

六
月
三
十
日
よ
り
各
地
の
神
社
で
茅
の
輪
神
事

が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な

る
が
、
そ
の
多
く
は
一
年
に
一
度
行
わ
れ
る
神
事

で
あ
る
。
そ
の
神
事
が
今
年
は
例
年
よ
り
注
目
を

浴
び
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
神
事
は
疫
病
か
ら

身
を
守
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
衛
生
環
境

が
整
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
注
目

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
年
は
違
う
。

全
国
各
地
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
蔓
延
し
て

お
り
、
出
口
の
見
え
な
い
恐
怖
に
直
面
し
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。

本
誌
面
に
お
い
て
も
感
染
拡
大
防
止
の
為
に
諸

会
議
や
行
事
が
中
止
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
通
り
の

運
営
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
今
よ
く
言
わ
れ

る
「
新
し
い
生
活
様
式
」
は
、
こ
れ
か
ら
探
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
古
く
か
ら
こ
の
よ

う
な
事
態
を
乗
り
越
え
て
き
た
私
た
ち
日
本
人
は

今
こ
そ
先
人
た
ち
の
知
恵
に
学
び
、
こ
の
難
局
を

乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

私
た
ち
神
社
に
仕
え
る
者
と
し
て
、
こ
の
よ
う

な
時
こ
そ
手
を
取
り
合
い
、
人
々
を
導
い
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
石
）

島
根
県
神
社
庁
報
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石
﨑　

彰
矩

明
治
四
十
三
年
十
月
一
日
神
饌
幣
帛
供
進
社
に
指

定
を
受
け
て
以
来
、
十
月
十
五
日
に
変
更
し
、
今

日
に
及
ん
で
い
ま
す
。

　

奉
納
さ
れ
る
青
獅
子
舞
は
、
当
初
は
園
町
の
氏

子
全
員
に
よ
り
交
代
で
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

諸
事
情
に
よ
り
、
明
治
年
代
以
降
は
、
中
組
の
氏

子
だ
け
で
奉
納
が
続
け
ら
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日
島
根
県
無
形

文
化
財
第
一
号
の
指
定
を
受
け
て
お
り
、
古
い
青

獅
子
面
と
ビ
ン
ザ
サ
ラ
は
、
現
在
社
宝
と
し
て
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
存
の
獅
子
面
は
、
今
か
ら

五
百
数
十
年
前
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

獅
子
面
が
古
色
蒼
然
黒
色
に
近
い
青
色
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
青
獅
子
舞
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
、
服
装
は
囃
子
、
舞
方
全
員
が
紋
服

に
袴
白
た
び
で
、
番
内
は
頭
に
鶏
頭
、
鼻
高
面
を

か
ぶ
り
狩
衣
様
の
綿
衣
を
つ
け
、
大
腰
の
袴
に
白

た
び
姿
で
す
。

　

三
番
双
は
長
袖
の
上
衣
を
着
て
大
腰
を
は
き
、

長
い
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
白
た
び
と
い
う
姿
で
す
。

　

例
祭
当
日
境
内
の
四
方
に
笹
付
の
青
竹
を
立
て
、

紙
垂
を
つ
け
た
し
め
縄
を
張
り
廻
ら
し
た
舞
座
が

つ
く
ら
れ
ま
す
。

　

古
く
は
舞
方
の
頭
家
に
集
合
し
て
準
備
の
後
、

頭
家
の
庭
に
て
二
段
の
舞
を
舞
い
、
道
中
舞
を
舞

い
な
が
ら
神
社
に
参
拝
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
年

は
中
組
会
場
に
集
合
の
後
、
参
道
付
近
か
ら
道
中

舞
、
午
後
六
時
頃
か
ら
鳥
居
の
前
で
鳥
居
舞
、
拝

獅子舞の到着をまっている所


